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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第65期

第３四半期連結
累計期間

第66期
第３四半期連結

累計期間
第65期

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日

自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日

自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日

売上高 (千円) 112,192,974 117,308,622 150,250,756

経常利益 (千円) 985,410 1,137,991 1,370,958

四半期(当期)純利益 (千円) 690,216 691,192 923,579

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 865,142 1,094,012 1,417,599

純資産額 (千円) 17,575,556 18,998,011 18,144,560

総資産額 (千円) 46,604,750 52,439,942 48,973,112

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 107.76 108.88 144.48

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ─ ― ―

自己資本比率 (％) 37.6 36.1 36.9
 

 

回次
第65期

第３四半期連結
会計期間

第66期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 19.17 28.60
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀の経済・金融政策により、景気は緩やかな回復

基調で推移しております。個人消費につきましては、このところ持ち直しの兆しがみられるものの、一方で海外景

気の下振れなど不安材料があり、引き続き不透明な状況が続いております。食品流通業界におきましても、小売業

で既存店売上高が前年を上回る動きをみせ始めているものの、値上げによる影響も含まれており、依然として厳し

い状況が続いております。

このような状況の下、当社は当期「新たなチャレンジと持続的な発展に向けて」をスローガンに、「新たな

“事”へのチャレンジ[変化対応]」「既存業務の更なる深堀[既存深堀]」「コスト削減の更なる徹底[体質強化]」

「考働出来る人材へ[自己成長]」の基本方針に基づき活動しております。

 

このような結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、外食・加工ベンダーとの取引が好調に推移したことに加

え、スーパーにおける主力得意先との取引が拡大したことにより、売上高は1,173億８百万円（前年同期比4.6%増）

となりました。利益面では外食・加工ベンダーの売上増による利益の増加に加え、人件費の減少により営業利益は

６億96百万円（同24.8％増）、経常利益は11億37百万円（同15.5％増）となりました。四半期純利益は前期に店舗

閉鎖に伴い土地を売却したことによる固定資産売却益を計上したことで６億91百万円（同0.1％増）の微増益となり

ました。

 

当社グループは、食品卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省

略しております。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は524億39百万円となり、前連結会計年度末と比べて34億66百万円の増加と

なりました。これは主に受取手形及び売掛金が17億52百万円、未収入金が９億70百万円それぞれ増加したことによ

るものであります。

また、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は334億41百万円となり、前連結会計年度末と比べて26億13百万円

の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が23億22百万円増加したことによるものであります。

さらに、当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は189億98百万円となり、前連結会計年度末と比べて８億53百

万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が４億51百万円、その他有価証券評価差額金が４億10百万円それ

ぞれ増加したことによるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,800,000

計 25,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,050,000 7,050,000
名古屋証券取引所　

市場第二部
単元株式数　1,000株

計 7,050,000 7,050,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

― 7,050,000 ― 1,243,300 ― 1,132,800
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成27年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

    平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 701,000 ― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,346,000 6,346 同上

単元未満株式 普通株式 3,000 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 7,050,000 ― ―

総株主の議決権 ― 6,346 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社トーカン
名古屋市熱田区川並町
４番８号

701,000 ― 701,000 9.94

計 ― 701,000 ― 701,000 9.94
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,101,736 916,336

  受取手形及び売掛金 15,646,809 17,399,042

  商品及び製品 2,899,627 3,488,159

  原材料及び貯蔵品 311,646 437,046

  現先短期貸付金 3,899,170 3,699,935

  未収入金 5,192,117 6,163,104

  その他 377,467 312,316

  貸倒引当金 △1,677 △683

  流動資産合計 29,426,897 32,415,257

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,396,634 4,249,685

   土地 4,609,656 4,609,656

   その他（純額） 942,501 1,119,838

   有形固定資産合計 9,948,792 9,979,180

  無形固定資産 317,980 299,168

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,479,488 6,005,645

   退職給付に係る資産 72,929 61,680

   その他（純額） 3,732,855 3,684,807

   貸倒引当金 △5,830 △5,798

   投資その他の資産合計 9,279,443 9,746,335

  固定資産合計 19,546,215 20,024,684

 資産合計 48,973,112 52,439,942
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 24,654,274 26,976,452

  未払法人税等 118,120 154,588

  賞与引当金 372,929 193,415

  役員賞与引当金 19,000 12,000

  その他 3,585,685 3,723,118

  流動負債合計 28,750,009 31,059,574

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 6,844 7,219

  退職給付に係る負債 29,963 102,831

  資産除去債務 502,153 509,060

  その他 1,539,581 1,763,245

  固定負債合計 2,078,542 2,382,357

 負債合計 30,828,551 33,441,931

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,243,300 1,243,300

  資本剰余金 1,132,800 1,132,800

  利益剰余金 15,408,721 15,859,911

  自己株式 △1,124,692 △1,124,692

  株主資本合計 16,660,129 17,111,318

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,361,266 1,772,071

  退職給付に係る調整累計額 69,310 62,038

  その他の包括利益累計額合計 1,430,576 1,834,110

 少数株主持分 53,855 52,581

 純資産合計 18,144,560 18,998,011

負債純資産合計 48,973,112 52,439,942
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 112,192,974 117,308,622

売上原価 101,481,257 106,260,425

売上総利益 10,711,716 11,048,196

販売費及び一般管理費   

 荷造運搬費 4,668,960 5,036,027

 給料及び手当 1,989,858 1,902,821

 賞与引当金繰入額 162,999 174,127

 役員賞与引当金繰入額 14,250 12,000

 退職給付費用 80,171 60,782

 役員退職慰労引当金繰入額 371 375

 賃借料 859,836 859,525

 その他 2,376,987 2,305,973

 販売費及び一般管理費合計 10,153,435 10,351,633

営業利益 558,281 696,563

営業外収益   

 受取利息 18,359 14,507

 受取配当金 66,953 69,144

 受取地代家賃 102,922 113,087

 不動産賃貸料 108,628 109,921

 その他 220,121 226,967

 営業外収益合計 516,984 533,627

営業外費用   

 支払利息 6,179 5,095

 不動産賃貸費用 80,810 85,968

 その他 2,864 1,134

 営業外費用合計 89,854 92,199

経常利益 985,410 1,137,991

特別利益   

 固定資産売却益 267,073 1,311

 投資有価証券売却益 ― 199

 特別利益合計 267,073 1,510

特別損失   

 固定資産売却損 740 ―

 固定資産除却損 52,926 15,741

 特別損失合計 53,666 15,741

税金等調整前四半期純利益 1,198,817 1,123,760

法人税、住民税及び事業税 274,677 336,091

法人税等調整額 231,725 97,189

法人税等合計 506,402 433,281

少数株主損益調整前四半期純利益 692,415 690,479

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,199 △713

四半期純利益 690,216 691,192
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 692,415 690,479

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 172,726 410,805

 退職給付に係る調整額 ― △7,271

 その他の包括利益合計 172,726 403,533

四半期包括利益 865,142 1,094,012

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 862,942 1,094,726

 少数株主に係る四半期包括利益 2,199 △713
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間に

ついて従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込

期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が76,784千円増加し、利益剰余金が49,633千

円減少しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

減価償却費 443,888千円 461,032千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月14日
取締役会

普通株式 96,633 15.00 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金

平成26年５月７日
取締役会

普通株式 95,688 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月11日 利益剰余金
 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月14日
取締役会

普通株式 95,223 15.00 平成26年９月30日 平成26年12月３日 利益剰余金

平成27年５月８日
取締役会

普通株式 95,223 15.00 平成27年３月31日 平成27年６月11日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自　平成25年10月１日　至　平成26年６月30日)

当社グループは、食品卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成26年10月１日　至　平成27年６月30日)

当社グループは、食品卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

   １株当たり四半期純利益 107円76銭 108円88銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 690,216 691,192

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 690,216 691,192

   普通株式の期中平均株式数(千株) 6,404 6,348
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成27年５月８日開催の取締役会において、当期中間配当につき、次のとおり決議いたしました。

（イ）　中間配当による配当金の総額　　　　　　　　 　 95,223千円

（ロ）　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成27年６月11日

 (注) 平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月10日
 

株式会社トーカン

取　締　役　会　 御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　水 　 上 　　圭 　 祐 　 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　淺  井  明  紀  子　 ㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーカ

ンの平成26年10月１日から平成27年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーカン及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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